
 

地球環境局国際連携課国際地球温暖化対策室 

１．事業の必要性・概要 

 2011（平成 23）年の COP17 において、全ての国に適用される法的枠組みを 2015

（平成 27）年までに採択し、2020（平成 32）年から発効させることが合意された。

2015 年末に予定されている COP21 は、2020 年以降の法的枠組みの合意を行うもの

であり、2015 年は、気候変動国際交渉始まって依頼の大きな転換点として位置づ

けられている。このため、我が国としての新枠組みや制度設計に関する提案を行

う必要がある。 

また、2010（平成 22）年の COP16 において採択されたカンクン合意は、我が国

が目指す法的枠組みの土台となるものであるため、これに基づき開発途上諸国で

の排出削減を着実に実施することが重要である。そのために必要な能力向上や体

制の構築等に資する取組を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

（１）国際交渉戦略検討事業 

①将来枠組み検討経費 

 2015 年合意に向け、各国が提出する削減目標案等の分析、枠組みの詳細設計

に関する日本の具体的な提案の検討等を行い、2020 年以降の枠組み合意に貢献

する。 

②将来枠組みの構築に向けた戦略的対話・検討及び調査経費 

 各国・関係機関との意見交換を行いつつ我が国からの提案を発信するための

ワークショップを開催する。また、米国、中国等の主要国との間で戦略的対話

を加速させ、我が国からの提案を行い、他国と連携した枠組みづくりに貢献す

る。 

 

（２）カンクン合意の実施事業 

①カンクン合意に基づく途上国支援事業 

 温室効果ガス削減対策や気候変動への適応策の立案・実施能力向上を目的と

してアジア太平洋諸国を対象としたセミナーを開催し、各国の政策動向等に関

する意見交換等を行う。 

②緩和の実施のために必要な国際支援事業 

 カンクン合意により設立された緩和の実施支援のための国際的な組織等の

活動に貢献する。 

 

３．施策の効果 

2015 年末の COP21 における、全ての国に適用される公平かつ実効的な法的枠組み

の構築。 

将来国際枠組みづくり推進経費        １４４百万円（１２６百万円） 



背景・目的 事業概要

期待される効果

将来国際枠組みづくり推進経費 平成27年度要求額
144百万円（126百万円）

2015年末のCOP21（第21回気候変動枠組条約締約国会議）

は、2020年以降の法的枠組みを採択する予定。すべての国が

参加する公平かつ実効的な枠組みの構築に向けて、各国の考

えや交渉ポジションを的確に把握・分析し、我が国としての

枠組みのあり方や具体的な制度設計に関する提案を行うこと

が必要。

2020年の新枠組み発効までは、2010年に採択されたカンク

ン合意の下で、途上国の削減行動の準備・実施を促進し、世

界全体の排出削減を進めることが必要。

将来枠組みの設計に関する調査・分析

各国の2020年以降の約束草案（削減目標等）の分析

将来枠組みの構築に向けた戦略的対話・検討及び調査

カンクン合意に基づく途上国の緩和行動の支援

国際会議（COP等）現地作業支援

気候変動枠組条約下の国際交渉において、我が国から積
極的に働きかけ、途上国における排出削減支援を行うこ
とにより、世界全体における確実な排出削減に貢献。

新枠組みの詳細ルールに関する検討
・各国約束実施状況のMRV等、仕組みを設計・実施
主要排出国等との戦略的対話
・詳細ルール実行に向けたワークショップ開催

新枠組みの設計に関する調査・分析
・各国約束の事前コンサルテーション開始
主要排出国等との戦略的対話
・日本の提案等により枠組み設計に貢献
・提案周知のためのワークショップ開催
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・交渉成功（将来枠組み成立）の確実化
・交渉成功の基盤となる二国・多国間の理解
促進、関係強化、情報収集力強化

・途上国の2020年以降の削減目標提出の促進

実効性ある新枠組み実施のため、
・制度・能力の構築、取組状況の相互評価
・先進国・途上国ともに削減目標のレベル向上
・詳細設計のための二国・多国間の関係強化
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新
枠
組
み
の
発
効
・
実
施

カンクン合意に基づく途上国の緩和行動の支援
・特にアジア・太平洋地域の途上国の約束草案（排出削減目標）・低炭素開発戦略の策定・実施等を支援
・我が国の優れた省エネ・再エネ等技術を元に、低炭素社会づくりの知見を共有

補助率：－
支出予定先：民間団体


